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議
員　
市
手
話
の
普
及
及

び
障
害
者
の
意
思
疎
通
の

促
進
に
関
す
る
条
例
制
定

後
の
取
組
に
お
け
る
成
果

を
聞
き
た
い
。

市
長　
手
話
を
言
語
の
一

つ
と
し
て
位
置
付
け
、
窓

口
等
で
の
手
話
通
訳
対
応

な
ど
、
具
体
的
な
施
策
を

進
め
て
お
り
、
聴
覚
障
が

い
者
の
利
便
性
向
上
等
に

寄
与
し
た
と
捉
え
て
い
る
。

議
員　
府
中
市
版
電
話
リ

レ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、

市
の
事
業
等
に
触
れ
る
こ

と
の
多
い
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

に
よ
る
代
理
電
話
支
援
を

導
入
す
る
考
え
は
。

福
祉
保
健
部
長　
電
話
リ

レ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用

に
際
し
て
事
前
登
録
が
必

要
な
こ
と
か
ら
、
本
市
で

は
登
録
不
要
で
同
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
る「
手
話

リ
ン
ク
」の
導
入
を
検
討

し
て
い
る
。
府
中
市
版
電

話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
導

入
に
は
、
コ
ス
ト
面
や
人

材
確
保
等
に
課
題
が
あ
る

た
め
、
先
行
自
治
体
の
運

営
方
法
等
を
調
査
・
研
究

し
検
討
す
る
。

議
員　
ち
ゅ
う
バ
ス
の
再

編
に
お
け
る
、
北
山
町
エ

リ
ア
の
考
え
方
は
。

都
市
整
備
部
長　
現
在
の

北
山
町
循
環
は
、
一
部
区

間
が
路
線
バ
ス
と
重
複
し

て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由

か
ら
、
市
地
域
公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
再
編
計
画

に
お
い
て
、
本
宿
町
４
丁

目
付
近
ま
で
を
運
行
す
る

本
宿
町
循
環
へ
ル
ー
ト
変

更
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
方
、
北
山
町
エ
リ
ア
に

つ
い
て
は
、
ワ
ゴ
ン
車
両

に
よ
る
新
た
な
ル
ー
ト
を

導
入
し
、
北
山
町
及
び
西

原
町
を
運
行
す
る
計
画
で

あ
る
。
新
ル
ー
ト
は
、
タ

ク
シ
ー
事
業
者
に
よ
る
実

証
運
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ワ
ゴ
ン
車
両
１
台
に
よ
る

90
分
間
隔
で
の
運
行
と
な

っ
て
い
る
。

議
員　
説
明
会
等
で
の
市

民
か
ら
の
声
は
ど
の
よ
う

に
反
映
さ
れ
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長　
実
証
運

行
の
期
間
中
に
実
施
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等
と
合

わ
せ
て
、
今
後
の
検
討
の

参
考
に
す
る
。

議
員　
生
活
保
護
世
帯
の

子
ど
も
が
進
路
選
択
等
の

時
期
に
自
ら
情
報
を
調
べ

る
際
、
市
か
ら
必
要
な
情

報
を
適
切
に
提
供
す
る
取

組
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

福
祉
保
健
部
長　
こ
れ
ま

で
実
施
し
て
い
る「
み
ら

い
て
び
き
」の
配
布
に
加

え
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
新
た
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を

設
け
、
中
学
三
年
生
や
高

校
三
年
生
が
進
学
時
に
知

っ
て
お
く
べ
き
情
報
を
記

載
し
、
そ
の
情
報
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
達
に
届
く

よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を

検
討
し
て
い
く
。

議
員　
修
学
旅
行
の
費
用

は
家
計
へ
の
負
担
が
大
き

い
と
の
声
が
あ
る
が
改
善

で
き
な
い
か
。

教
育
部
長　
就
学
援
助
対

象
者
の
う
ち
生
活
保
護
世

帯
を
優
先
し
、
市
が
旅
行

会
社
へ
費
用
を
直
接
支
払

う
制
度
の
設
計
を
進
め
て

い
る
。

他 「
府
中
市
け
や
き
並
木
を

守
り
育
て
る
条
例
」
制
定
後

の
取
組
等
に
つ
い
て 

● 

社
会

福
祉
法
人
清
陽
会
に
つ
い
て

議
員　
市
新
総
合
体
育
館

基
本
構
想（
案
）に
は
、

新
庁
舎
の
時
の
よ
う
な
予

算
規
模
が
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
理
由
は
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長　
人

件
費
や
建
設
費
の
高
騰
な

ど
の
社
会
情
勢
に
加
え
、

具
体
的
な
規
模
や
利
用
用

途
、
事
業
手
法
等
が
定
ま

っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い

て
、
事
業
費
の
試
算
を
す

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な

た
め
で
あ
る
。

議
員　

当
該
基
本
構
想

（
案
）策
定
時
の
参
考
施

設
と
そ
の
事
業
費
は
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長　
機

能
や
規
模
が
類
似
し
た
施

設
と
し
て
、
八
王
子
市
の

「
エ
ス
フ
ォ
ル
タ
ア
リ
ー

ナ
八
王
子
」や
墨
田
区
の

「
ひ
が
し
ん
ア
リ
ー
ナ
」

を
参
考
に
し
た
。
事
業
費

は
、
国
が
公
開
し
て
い
る

資
料
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
税
込
み
約
１
２
０
億
円

と
約
１
５
２
億
円
と
な
っ

て
い
る
。

他 

介
護
事
業
の
事
業
継
続
を

支
え
る
た
め
の
府
中
市
の
支

援
に
つ
い
て

奈良﨑久和
（公明府中）

奥村さち子
（ネット）

前川　浩子
（フォーラム）

からさわ地平
（日本共産党）

府
中
市
版
電
話
リ
レ
ー

サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る

考　
　

え　
　

は

先
行
自
治
体
の
運
営

方
法
等
を
調
査
・
研
究

し

検

討

す

る

ち
ゅ
う
バ
ス
再
編

に
お
け
る
北
山
町

エ
リ
ア
の
考
え
方
は

ワ
ゴ
ン
車
両
に
よ
る

新
た
な
ル
ー
ト
を

導
入
す
る
計
画
で
あ
る

生
活
保
護
世
帯
の
子
ど

も
の
進
学
時
に
必
要
な

情
報
を
届
け
る
取
組
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
新
た

な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
設
置

等
を
検
討
す
る

新
総
合
体
育
館
の
予
算

規
模
が
示
さ
れ
て

い
な
い
理
由
は

事
業
手
法
等
が
定
ま
ら

な
い
段
階
で
の
試
算
は

困
難
な
た
め
で
あ
る

特 別 委 員 会 の 概 要
基
地
等
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、

都
市
整
備
用
地
内
の
開
発
行
為
に
係
る

住
民
説
明
会
が
開
催
さ
れ
、
事
業
者
か

ら
、
歩
道
と
車
両
が
分
か
れ
た
道
路
を

運
行
ル
ー
ト
と
し
て
設
定
し
、
安
全
性

を
確
保
す
る
こ
と
や
雨
水
浸
透
施
設
を

設
置
す
る
こ
と
で
、
計
画
地
周
辺
の
冠

水
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
こ
と
な
ど
の
説

明
が
あ
っ
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ

い
て
、
美
術
館
通
り
の
歩
道
拡
幅
部
分

の
供
用
開
始
は
、
令
和
８
年
度
末
を
予

定
し
て
い
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ

れ
を
了
承
し
た
。

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

　
庁
舎
通
り
庭
の
基
本
的
な
利
用
基
準

と
し
て
、
マ
ル
シ
ェ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ 

ュ
ー
イ
ン
グ
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
飲
食

物
販
売
等
、
府
中
駅
周
辺
で
実
施
し
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
の
通
り
庭
ま
で
の
拡
大

を
想
定
し
た
開
催
な
ど
、
新
庁
舎
の
設

計
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
に
ぎ
わ
い
の
創

出
に
つ
な
が
る
取
組
を
実
施
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
府
中
市
役
所
市
営
駐
車
場
に

お
け
る
指
定
管
理
者
の
選
定
に
つ
い
て
、

選
定
委
員
会
の
審
査
を
経
て
株
式
会
社

府
中
駐
車
場
管
理
公
社
に
決
定
し
た
な

ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
第
三
期
改
築
実
施
校
改
築
事
業
の
対

象
校
で
あ
る
府
中
第
五
小
学
校
及
び
府

中
第
九
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
運

営
に
関
わ
る
ス
ク
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ 

ィ
協
議
会
な
ど
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、

良
好
な
教
育
環
境
確
保
の
視
点
に
立
っ

た
仕
様
等
を
決
定
し
て
い
く
。

　
新
た
な
学
校
づ
く
り
に
係
る
取
組
に

つ
い
て
、
統
合
検
討
校
で
あ
る
府
中
第

七
小
学
校
及
び
武
蔵
台
小
学
校
の
学
区

域
内
に
居
住
す
る
未
就
学
児
の
保
護
者

に
対
す
る
周
知
を
目
的
に
、
説
明
動
画

配
信
と
対
面
で
の
説
明
会
を
行
っ
た
な

ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

総

務

委
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境
委
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会

第
84
号
議
案

府
中
市
基
金
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

第
88
号
議
案

府
中
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

第
103
号
議
案

府
中
市
立
介
護
予
防
推
進
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

第
105
号
議
案

府
中
市
役
所
市
営
駐
車
場
に
お

け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　
こ
の
議
案
は
、
分
倍
河
原
駅
の
周

辺
整
備
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充

て
る
こ
と
を
目
的
に
、
分
倍
河
原
駅

周
辺
整
備
基
金
を
新
設
す
る
ほ
か
、

当
該
基
金
の
原
資
と
な
る
公
共
施
設

管
理
基
金
及
び
こ
れ
ま
で
貸
付
実
績

の
な
か
っ
た
介
護
保
険
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
等
資
金
貸
付
基
金
を
そ
れ

ぞ
れ
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、 「
公
共
施
設
管

理
基
金
は
、
利
子
収
入
を
活
用
し
て

い
た
が
、
予
算
規
模
に
対
し
て
金
額

が
少
額
で
あ
る
た
め
、
廃
止
に
伴
う

支
障
は
な
い
と
捉
え
て
い
る
」等
の

答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
意
義
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
市
立
小
柳
保
育
所

の
名
称
及
び
位
置
の
変
更
に
伴
う
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
主
な
内
容
と
し
て
、「
市
立
保
育

所
の
再
編
を
進
め
て
お
り
、
基
幹
保

育
所
と
な
る
市
立
小
柳
保
育
所
に
つ

い
て
、
名
称
を
市
立
日
吉
保
育
所
に

変
更
し
、
位
置
を
変
更
す
る
。
ま
た
、

市
立
八
幡
保
育
所
は
、
市
立
日
吉
保

育
所
に
統
合
し
た
上
で
廃
止
す
る
」

等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、 「
保
護
者
か
ら

市
立
日
吉
保
育
所
を
事
前
に
見
学
し

た
い
と
の
声
が
あ
り
対
応
策
を
検
討

し
て
い
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
意
義
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
市
立
介
護
予
防
推

進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
指
定
す
る
も
の

　
主
な
内
容
と
し
て
、「
指
定
管
理

者
は
社
会
福
祉
法
人
多
摩
養
育
園
で
、

指
定
期
間
は
令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
で
あ

る
」等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、 「
今
後
、
地
域

社
会
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
に
よ

る
高
齢
者
の
孤
独
対
策
が
一
層
の
課

題
と
な
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
介
護

予
防
対
策
の
充
実
に
加
え
、
そ
の
よ

う
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
も
期
待

し
て
い
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
意
義
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
府
中
市
役
所
市
営

駐
車
場
に
お
い
て
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
指
定
す
る
も
の

　
主
な
内
容
と
し
て
、「
指
定
管
理

者
は
株
式
会
社
府
中
駐
車
場
管
理
公

社
で
、
指
定
期
間
は
令
和
８
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

で
あ
る
」等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、「
府
中
駅
南
口

市
営
駐
車
場
と
同
じ
事
業
者
が
一
体

的
に
管
理
運
営
す
る
こ
と
で
、
利
用

者
の
利
便
性
向
上
や
中
心
市
街
地
の

更
な
る
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
考
え

て
い
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

常任委員会の審査報告から


